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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　感圧導電体層と、該感圧導電体層を中間層として積層された上部電極と下部電極とを有
する荷重検出部と、該荷重検出部の表面に接して配置された接触体とを備える荷重センサ
と、電圧検出手段と演算処理手段とを備える荷重センサシステムであって、
　前記上部電極と下部電極との少なくとも一方が、
　前記接触体に位置合わせして配される中心電極と、該中心電極の周囲に配される２以上
の分割電極とを備え、
　前記接触体が、前記中心電極と分割電極の双方に重複して接する配置に設けられ、
　前記電圧検出手段は、前記上部電極と下部電極と各々電気的に接続され、前記荷重セン
サの中心電極と各々の分割電極の平面配置に対応する電圧変化の検出ゾーンごとに、荷重
が作用した際の電圧の変化を検出する手段を備え、
　前記演算処理手段は、前記電圧検出手段により検知された前記検出ゾーンごとの電圧変
化量に基づいて、前記接触体が把持された際に接触体に作用する把持荷重を検出する手段
を備えることを特徴とする荷重センサシステム。
【請求項２】
　前記分割電極は、前記中心電極の周囲に、周方向に均等に分割されて形成されているこ
とを特徴とする請求項１記載の荷重センサシステム。
【請求項３】
　前記中心電極は、平面形状が円形に形成され、
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　前記分割電極は、前記中心電極の周囲の円環状の平面領域を複数に分割して形成されて
いることを特徴とする請求項２記載の荷重センサシステム。
【請求項４】
　前記上部電極と下部電極は、該上部電極と下部電極とを前記感圧導電体層に対向する配
置として、ベース基板上に設けられていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項
記載の荷重センサシステム。
【請求項５】
　前記感圧導電体層は、前記上部電極と下部電極を兼ねて上部電極あるいは下部電極の一
方に置き換えて設けられていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載の荷重
センサシステム。
【請求項６】
　前記接触体が半球体形状に設けられ、該接触体の底面の平面を前記荷重検出部の表面に
接触して設けられていることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項記載の荷重センサ
システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、把持荷重を検知することができる荷重センサシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生産現場では作業効率，安全性向上のために，ロボットハンドによる作業の自動化が期
待されている。このようなロボットハンドによる作業において、たとえば、二指で物体を
把持する場合、指先には、対象物を押さえる力や、対象物がずれ落ちようとする力、対象
物の重心の偏りによって生じるモーメントが作用する。したがって、ロボットハンドによ
り対象物を把持し、水平を保ったまま移動する等の操作が的確に行えるようにするには、
三軸方向の荷重及びモーメントの測定が可能なセンサを指先に取り付けたり、指先で対象
物をつまむような感覚を測定することができるように、対象物を把持したときの荷重を検
出できるようにすることも望まれている。
【０００３】
　現在開発されている柔軟なセンサとしては，画像処理を用いて接触状態を測定するセン
サがあげられるが、情報量が多い、小型化が難しいといった問題がある。また、感圧導電
性ゴムを用いたセンサでは垂直荷重のみ測定可能であり、せん断荷重やモーメントを測定
することができない。本発明者は、荷重検出層を複数の電極に分割した構成とし、柔軟な
接触部を介して荷重検出層に荷重を作用させ、電極ごとの電圧変化量を検出し、電圧変化
量を演算することにより、垂直荷重とせん断荷重、モーメントを検出する方法を提案した
（特許文献１、２、３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－６１２０８号公報
【特許文献２】特開２０１３－７９８３１号公報
【特許文献３】特開２０１３－２１０３６８公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これまで開発してきた三軸柔軟接触型荷重測定センサまたは四軸荷重測定用柔軟接触セ
ンサは接触体に作用する垂直荷重、せん断荷重は検知することはできるが、接触体に把持
荷重が作用したときの把持荷重（接触体をつまむようにしたときの荷重）を検知すること
ができない。
　本発明は、従来の荷重センサにおいては検知することができない、接触体に作用する把
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持荷重を検知することを可能とし、荷重センサの用途をさらに広げることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る荷重センサシステムは、感圧導電体層と、該感圧導電体層を中間層として
積層された上部電極と下部電極とを有する荷重検出部と、該荷重検出部の表面に接して配
置された接触体とを備える荷重センサと、電圧検出手段と演算処理手段とを備える荷重セ
ンサシステムであって、前記上部電極と下部電極との少なくとも一方が、前記接触体に位
置合わせして配される中心電極と、該中心電極の周囲に配される２以上の分割電極とを備
え、前記接触体が、前記中心電極と分割電極の双方に重複して接する配置に設けられ、前
記電圧検出手段は、前記上部電極と下部電極と各々電気的に接続され、前記荷重センサの
中心電極と各々の分割電極の平面配置に対応する電圧変化の検出ゾーンごとに、荷重が作
用した際の電圧の変化を検出する手段を備え、前記演算処理手段は、前記電圧検出手段に
より検知された前記検出ゾーンごとの電圧変化量に基づいて、前記接触体が把持された際
に接触体に作用する把持荷重を検出する手段を備えることを特徴とする。
　中心電極と分割電極とが上部電極と下部電極の少なくとも一方に設けられるとは、上部
電極と下部電極の双方に同一の平面配置となるように中心電極と分割電極を設ける場合、
上部電極については中心電極と分割電極とを配し、下部電極については均一な面状の電極
とする場合、上部電極については均一な面状の電極とし下部電極については中心電極と分
割電極とする場合を含む意である。
　接触体に位置合わせして中心電極を配するとは、半球状等に形成される接触体の中心位
置と、中心電極の中心位置とを位置合わせするように接触体を配する意味である。
　接触体の形態は、半球状、球体状、円柱状、多角柱状、錐体状（角錐体、円錐体）等と
することができる。半球状の接触体を使用する場合は、接触体の底面の平面を荷重検出部
の表面に接触するように設ければよい。
【０００７】
　前記分割電極は、前記中心電極の周囲に２つ以上に分割して配するものであり、分割電
極の分割数はとくには限定されず、その分割形態もとくには限定されるものではないが、
周方向に均等に分割した構成とすることにより、接触体に作用するせん断荷重や把持荷重
をより容易にかつ的確に検出することができる。なお、分割電極とせずに中心電極と同心
円状の周囲電極の２つの電極から構成される場合は、把持荷重と垂直荷重のみ測定するこ
とができる。
　また、中心電極と分割電極の形状も円形、三角形、矩形、多角形等に適宜設定すること
が可能であるが、中心電極の平面形状を円形とし、分割電極を中心電極の周囲の円環状の
平面領域を複数に分割した形態とすることにより、電極配置をコンパクトにして、垂直荷
重、せん断荷重、把持荷重を的確に検出することができる。
【０００８】
　また、上部電極と下部電極は、用途によっては、ベースフィルム等のベース基板（支持
体）に支持しない形態として荷重センサとすることが可能であるが、通常は、上部電極と
下部電極とを前記感圧導電体層に対向する配置として、ベース基板（支持体）上に設けた
構成とすることにより、荷重センサの組み立て、取り扱い等を容易かつ確実にすることが
できる。
【０００９】
　また、荷重検出部を構成する感圧導電体層は、電極を兼用することも可能であり、感圧
導電体層を上部電極と下部電極を兼ねて上部電極あるいは下部電極の一方に置き換えて使
用することもできる。感圧導電体層が上部電極と下部電極の一方を兼ねる場合は、荷重検
出部は２層構造となる。
【００１０】
　前記荷重センサを用いて、荷重センサの接触体に作用する荷重の垂直荷重とせん断荷重
と、把持荷重とを検出する荷重センサシステムを構成することができる。本発明に係る荷
重センサシステムにおいて、把持荷重とは、接触体を把持する（つまむ）ようにしたとき
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の荷重である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る荷重センサシステムによれば、接触体に作用する把持荷重を容易にかつ的
確に検知することができ、従来の荷重センサの用途の拡大を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】荷重センサの一実施形態の構成を示す斜視図である。
【図２】荷重センサの一実施形態の組み立て斜視図である。
【図３】荷重センサの等価電気回路を示す図である。
【図４】荷重センサシステムのブロック図である。
【図５】接触体に垂直に荷重が作用する場合を示す説明図である。
【図６】接触体にせん断方向に荷重が作用する場合の説明図である。
【図７】接触体に把持荷重が作用する場合の説明図である。
【図８】接触体を把持した際の電圧変化量の測定結果を示すグラフである。
【図９】把持荷重に対する電圧出力を算出した結果を示すグラフである。
【図１０】モーメントを検知する荷重センサの例を示す斜視図である。
【図１１】接触体にモーメントが作用した際の作用を示す説明図である。
【図１２】従来の三軸荷重検知用センサの斜視図である。
【図１３】従来の三軸荷重検知用センサの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（三軸荷重検知用センサ）
　三軸荷重－把持荷重検出センサの構成について説明する前に、感圧導電体層を用いて荷
重の三次元的な作用（xyz方向の作用）を検知する基本的な構成を備える従来の三軸荷重
検知用センサについて説明する。
　図１２は従来の三軸荷重検知用センサの斜視図、図１３は断面図である。
　この荷重センサは、荷重検出部５と、荷重検出部５上に配置した接触体６とを備える。
接触体６はシリコーン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール等の復元性のあ
る柔軟な材料からなる。図示例のセンサは、半球体状に形成した接触体６を用いた例であ
り、接触体６の半球体の平面部分を荷重検出部５の上面に接触させて配置している。
【００１４】
　荷重検出部５は、感圧導電材料からなる感圧導電体層７を、上部基板８と下部基板９と
で厚さ方向に積層して構成される。上部基板８には、接触体６の底面の中心位置をｘｙ平
面の原点位置とすると、ｘ軸方向に原点を挟んで一対の検出電極が配され、ｙ軸方向に、
原点を挟んで一対の検出電極が配されている。下部基板９上には、基板面の全面に電極９
ａが設けられる
【００１５】
　図１２に示すように、荷重検出部５上に接触体６が配され、接触体６上にスキン層４が
配されている。スキン層４は、平面内に多数個のセンサを配置するような場合に使用する
もので、センサとしては必須ではなく、スキン層４を備えない構成とすることもできる。
　荷重検出部５の感圧導電体層７は、上部基板８の電極８ａ、８ｂ、８ｃ（ｙ軸方向の他
方の電極は不図示）と下部基板９の電極９ａとにより厚さ方向に挟まれている。
　上部基板８の電極と下部基板９の電極は、それぞれ電圧検知器（不図示）に接続され、
荷重検出部５に荷重が作用すると、上部基板８の４つの電極と下部基板９の電極との間の
抵抗値が各々変化し、この抵抗値の変化が電圧変化量として検知される。
【００１６】
　たとえば、接触体６に垂直に荷重が作用した場合は、上部基板８の４つの電極と下部基
板９の電極間の電圧は、均衡して変化し、作用する荷重の大きさに依存して電圧が変化す
る。言い換えれば、上部基板８の４つの電極についての電圧値が均等にバランスして変化
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することから、接触体６に（荷重検出部５の面に）垂直に荷重が作用していることがわか
る。
【００１７】
　一方、図１３に示すように、接触体６に斜め方向に荷重が作用している場合には、作用
する荷重を、荷重検出部５の面に垂直方向の荷重と、荷重検出部５の面に平行方向の荷重
（せん断荷重）に分離したとして考えればわかるように、上部基板８の４つの電極と下部
基板９の電極との間の電圧変化量は、それぞれの電極位置によって不均衡となる。接触体
６に作用する荷重は、各電極に対してベクトル的に作用するから、上部基板８の４つの電
極と下部基板９の電極との間の電圧変化量をそれぞれ計測すれば、接触体６にどのような
大きさの力が、どのような向きに作用したかを演算して知ることができる。
【００１８】
　図１２、１３に示すセンサでは、接触体６に作用する荷重の３次元的な作用（垂直方向
とせん断方向の作用）を検知するために、接触体６の中心の周りに４つの検知用の電極を
均等に配置する構成としたが、検知用の電極の配置方法は４つの電極を配置する方法に限
られるものではなく、２、３、あるいは５以上の電極を、接触体６の中心の周りに配置す
る構成としてもよい。
　また、上記例では、検知用の電極を上部基板８に設け下部基板９の電極を一面に設けた
が、上部基板８と下部基板９の双方に対応する配置で電極をそれぞれ分割して（たとえば
４つに分割）設けることもできるし、上部基板８の替りに下部基板９に検知用の電極を設
けて上部基板８には一面に電極を設ける構成とすることもできる。
　なお、図１２、１３は、半球状の接触体６を使用した例を示すが、半球状の接触体６の
替りに、球体状、円柱状、角柱状の接触体６を用いることもできる。
【００１９】
（三軸荷重－把持荷重検出センサ）
　図１は、三軸荷重と把持荷重とを検出する荷重センサの一実施形態の構成を示す斜視図
である。
　この荷重センサは、半球体状に形成した接触体２０と、接触体２０が接触して配置され
る荷重検出部１０とを備える。
　図２に、荷重センサの組み立て斜視図を示す。荷重センサの荷重検出部１０は、接触体
２０の下方に配置される上部電極１２と、上部電極１２の下層に配置される感圧導電体層
１４と、感圧導電体層１４の下層に配置される下部電極１６とを備える。
　
【００２０】
　本実施形態の荷重センサにおいて特徴的な構成は、上部電極１２の構成である。すなわ
ち、上部電極１２は、半球体状に形成された接触体２０の中心（接触体２０の円形の底面
の中心）と中心位置を一致させて配置された、平面形状が円形の中心電極１２ａと、この
中心電極１２ａの周囲に、周方向に均等に４分割して円環状に配置された分割電極１２ｂ
、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅとを備える。中心電極１２ａと分割電極１２ｂ～１２ｅとの間
、分割電極１２ｂ～１２ｅの相互の電極の境界部分には空隙が設けられ、互いに電気的に
絶縁されている。
【００２１】
　上部電極１２は、電気的絶縁性を有するベースフィルム（ベース基板）上に、上記平面
形状を有する導体パターンとして形成することができる。ベース基板上に導体パターンを
形成する方法としては、表面に銅層等の導体層が形成されたベース基板にエッチング法を
適用し、導体層をパターン形成する方法が利用できる。エッチング法によれば、容易に任
意のパターンの上部電極１２を形成することができる。
　図１、２は、上部電極１２の平面形状をわかりやすく示すため、上部基板のベースフィ
ルムを省略して示している。上部基板は、接触体２０に接する側のベースフィルムと、感
圧導電体層１４に対向する側の上部電極１２とからなる。
【００２２】
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　感圧導電体層１４は、荷重が負荷された際に抵抗値が変化する感圧導電材料からなる。
感圧導電体層１４に感圧導電材料を使用することにより、接触体２０に荷重が作用すると
、上部電極１２と下部電極１６とにより挟まれた感圧導電体層１４に挟圧力が作用し、上
部電極１２と下部電極１６との間の電気抵抗値が変化する。
　感圧導電体層１４は、上部電極１２の平面形状と同一の平面パターンに形成してもよい
が、図示例のように、均一なシート状に形成したものを使用すればよい。
【００２３】
　感圧導電体層１４に用いる感圧導電材料としては、グラッシーカーボンとカーボンナノ
チューブとの複合材料、ポリカーボネートにカーボンナノチューブを添加した複合材料、
熱硬化性樹脂、熱硬化組成樹脂、エンジニアリングプラスチック等の任意の樹脂をマトリ
クス材（母材）とし、下記表１に示すフィラー材を添加した複合材料を使用することがで
きる。
【００２４】
【表１】

【００２５】
　なお、複合材料中に添加される形状としては、フレーク状、粉末状、繊維状などが適用
可能である。
　荷重センサを数百度（℃）といった高温環境で使用するような場合には、感圧導電体層
１４にはグラッシーカーボンような耐熱性の高い感圧導電材料を使用し、あわせて高耐熱
性の基板材料からなる上部基板と下部基板を使用すればよい。
【００２６】
　下部電極１６は上部電極１２と同様の分割電極として形成してもよいが、図２に示すよ
うに、一様な平面状の電極として形成すればよい。荷重が印加された際に、感圧導電体層
１４を挟んで配置される個々の上部電極１２と下部電極１６との間において、電気抵抗値
の変化（電圧値の変化）が検出できればよいからである。
　下部電極１６も上部電極１２と同様に、ベース基板上に電極が形成され、ベース基板と
下部電極１６とで下部基板が構成される。図２では、下部基板のベース基板を省略して示
す。
【００２７】
　図１に示すように、荷重検出部１０上に接触体２０を配置する際には、接触体２０の円
形の底面の中心を、上部電極１２の中心電極１２ａの中心に位置合わせし、接触体２０の
底面が、中心電極１２ａと、その周囲に配置されている分割電極１２ｂ～１２ｅの平面領
域とに重複するように配置する。図１では、荷重検出部１０に接触体２０を配置した状態
で、分割電極１２ｂ～１２ｅの周縁部が接触体２０の外側に露出する形態となっている。
このように、接触体２０の底面（接触面）が分割電極１２ｂ～１２ｅを部分的に覆う形態
としてもよいし、分割電極１２ｂ～１２ｅを完全に覆う配置となるようにしてもよい。言
い換えれば、上部電極１２と接触体２０の接触面とが互いに重複配置となるように接触体
２０の大きさと上部電極１２の平面パターンとを設定する。
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【００２８】
　荷重の測定では、上部電極１２の中心電極１２ａと分割電極１２ｂ～１２ｅの各検出ゾ
ーンごとに、個別に電気抵抗値の変化に基づく電圧変化量を計測する。以下では、説明上
、上部電極１２の分割電極１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅに対応する検出ゾーンを、検
出ゾーン１、２、３、４とし、中心電極１２ａに対応する検出ゾーンを検出ゾーン５とす
る。
【００２９】
（センサの回路）
　図３は、荷重センサの電気回路を示す。上部電極１２と下部電極１６とで感圧導電体層
１４を挟む構造を備える荷重検出部１０は、上部電極１２の５つに分割された各々の電極
に対応して個別に可変抵抗が設けられていることと等価である。したがって、上部電極１
２と下部電極１６との間に電圧を印加することにより、上部電極１２の中心電極１２ａと
分割電極１２ｂ～１２ｅについて、荷重が作用したときの各々の電圧変化を検知すること
ができる。
　図３では、上部電極１２の各検出ゾーンに対応して、可変抵抗Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４

、Ｒ５が並列に形成され、荷重センサに直流電圧を印加したときの、各検出ゾーンの出力
電圧がＶ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５となることを示す。
【００３０】
　荷重センサの接触体２０に荷重を負荷させると、上部電極１２の各検出ゾーン１～５の
抵抗値が変化し、これに基づいて各検出ゾーンの電圧変化量が検知される。すなわち、荷
重が作用したときの各検出ゾーンの電圧変化量をΔＶmとすると、ΔＶmは次式で表される
。Ｖm0は、荷重が作用する前の電圧、Ｖmは荷重が作用したときの電圧である。mは検出ゾ
ーン位置を示す。
　　ΔＶm＝Ｖm0－Ｖm（ｍ＝１、２、３、４、５）
【００３１】
　荷重センサに荷重を負荷すると、各検出ゾーンの出力電圧が変化する。したがって、こ
の出力電圧の変化量に基づいて、接触体２０にどのような力がどのような方向に作用して
いるかを演算して検出することができる。
　各検出ゾーンの出力電圧を検知するため、荷重センサの上部電極１２と下部電極１６は
、検出ゾーンごとに電圧変化を検知する電圧検出手段に接続され、この電圧検出手段の計
測結果に基づいて、接触体２０に作用する荷重の大きさと、荷重が作用する向きを検出す
る演算処理手段を備える。上述した荷重センサと、電圧検出手段及び演算処理手段を含め
て荷重センサシステムとなる。
【００３２】
　図４に荷重センサを含む荷重センサシステムのブロック図を示す。荷重センサシステム
は、上記荷重センサを備えるセンサ部３０と、安定化電源３２と、センサ部３０からの出
力信号をAC-DC変換するAC-DCコンバータ３４と、コンピュータ部３６とを備える。コンピ
ュータ部３６は、検出ゾーンごとに電圧の変化を検出する手段と、検出ゾーンごとの電圧
変化量に基づいて、接触体に作用する垂直荷重、せん断荷重、把持荷重を検出する演算処
理手段を備える。また、コンピュータ部３６は、接触体に作用する垂直荷重、せん断荷重
、把持荷重の大きさや向きを画像により表示する表示部を備えている。
【００３３】
（荷重測定原理）
　図５、６、７に、荷重測定原理の説明図として、接触体２０に垂直に荷重が作用する場
合、せん断方向に荷重が作用する場合、把持荷重が作用する場合を示す。
　なお、説明上、図のように、検出ゾーン１と検出ゾーン４（検出ゾーン２と検出ゾーン
３）の境界線の方向をｘ軸方向、検出ゾーン１と検出ゾーン２（検出ゾーン３と検出ゾー
ン４）の境界線の方向をｙ軸方向としている。
【００３４】
（垂直荷重の検出）
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　図５に示すように、接触体２０に垂直方向から荷重が作用する場合は、５つの検出ゾー
ン１、２、３、４、５に均等に荷重が作用する。したがって、垂直荷重が作用することに
よる電圧変化量ΔＶPnは次式（１）で表される。
　　ΔＶPn＝ΔＶ1＋ΔＶ2＋ΔＶ3＋ΔＶ4＋ΔＶ5・・・（１）
　垂直荷重の絶対値については、既存の加圧センサを利用して、ΔＶPnと荷重との関係を
較正しておくことによって検知することができる。
　図４は、各検出ゾーンの電圧変化量が等しく表れた場合であり、各検出ゾーンの電圧変
化量が等しく表れた場合には、接触体２０に垂直方向に荷重が作用していることがわかる
。
【００３５】
（せん断荷重の検出）
　図６は、接触体２０にせん断荷重が作用する例として、ｘ軸方向にせん断荷重が作用す
る場合（図６（ａ））と、ｙ方向にせん断荷重が作用する場合（図６（ｂ））を示す。
　図６（ａ）に示すように、ｘ軸方向にせん断荷重が作用するように接触体２０に荷重を
作用させた場合の荷重は、荷重検出部の平面に垂直方向の荷重とｘ軸方向に平行な方向の
荷重に分解することができる。
　接触体２０にせん断荷重が作用した場合、接触体下面に配置された各検出ゾーンに作用
する垂直荷重が不均衡になるように作用する。すなわち、図６（ａ）の例では、検出ゾー
ン１及び検出ゾーン４に作用する垂直荷重が、検出ゾーン２と検出ゾーン３に作用する垂
直荷重よりも大きくなり、検出ゾーン１と検出ゾーン４の電圧変化量ΔＶ1、ΔＶ4が、検
出ゾーン２と検出ゾーン３の電圧変化量ΔＶ2、ΔＶ3よりも大きくなる。
【００３６】
　この電圧変化量の差は、ｘ軸方向のせん断荷重の作用に基づくものであり、ｘ軸方向に
せん断荷重が作用するように接触体２０に荷重を作用させたときの、せん断荷重に基づく
電圧変化量をΔＶPxとすると、ΔＶPxは、次式で表される。
　　ΔＶPx＝ΔＶ1＋ΔＶ4－（ΔＶ2＋ΔＶ3）・・・（２）
　ΔＶPxはせん断荷重のx軸成分Pxの大きさが変化するにしたがい変化する。つまり、せ
ん断荷重のx軸成分PxとΔＶPxの関係を較正することで、せん断荷重のx軸成分Pxを求める
ことができる。よってせん断荷重のx軸成分Pxは次式で表される。
　　Ｐｘ∝ΔＶPx

【００３７】
　同様に、図６（ｂ）に示すように、ｙ軸方向にせん断荷重が作用するように接触体２０
に荷重を作用させると、検出ゾーン１及び検出ゾーン２に作用する垂直荷重が、検出ゾー
ン３と検出ゾーン４に作用する垂直荷重よりも大きくなり、検出ゾーン１と検出ゾーン２
の電圧変化量ΔＶ1、ΔＶ2が、検出ゾーン３と検出ゾーン４の電圧変化量ΔＶ3、ΔＶ4よ
りも大きくなる。
　この電圧変化量の差は、ｙ軸方向のせん断荷重の作用に基づくものであり、ｙ軸方向に
せん断荷重を作用させたときのせん断荷重に基づく電圧変化量をΔＶPyとすると、ΔＶPy

は、次式で表される。
　　ΔＶPy＝ΔＶ1＋ΔＶ2－（ΔＶ3＋ΔＶ4）・・・（３）
　ΔＶPyはせん断荷重のｙ軸成分Pｙの大きさが変化するにしたがい変化する。つまり、
せん断荷重のｙ軸成分PｙとΔＶPｙの関係を較正することで、せん断荷重のｙ軸成分Pｙ
を求めることができる。よってせん断荷重のｙ軸成分Pｙは次式で表される。
　　Ｐｙ∝ΔＶPｙ

【００３８】
　上述した（２）)式及び（３）は、接触体２０に荷重が作用した際に、検出ゾーン１～
４の電圧変化量を測定することによってせん断荷重をx，y軸方向に分離して測定できるこ
と（どの向きにせん断荷重が作用しているかを検出できること）を示している。接触体２
０に既知のせん断荷重を作用させたときの検出ゾーン１～４の電圧変化量をあらかじめ較
正しておくことにより、実際に作用しているせん断荷重を検知することができる。
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【００３９】
　なお、せん断荷重の検知には、上部電極１２の中心電極１２ａは何らの寄与も及ぼさな
い。せん断荷重の検知には、接触体２０の底面の中心に対して対称位置関係にある検出ゾ
ーン間の電圧変化量を検知することが必要であり、中心電極１２ａは、その周囲にある分
割電極１２ｂ～１２ｅと対象位置関係にあるものではないからである。
　ただし、中心電極１２ａの電圧変化量は、接触体２０に作用する垂直荷重の検出には必
須である。せん断荷重が作用する場合も、式（１）で示したように、接触体２０に作用す
る垂直荷重に基づく電圧変化量ΔＶPnは、次式で求めることができる。
　　ΔＶPn＝ΔＶ1＋ΔＶ2＋ΔＶ3＋ΔＶ4＋ΔＶ5

【００４０】
（把持荷重の検出）
　図７は、接触体２０に対して把持力（つまむ力）を作用させたときの作用を示す。接触
体２０に把持力を作用させるとは、図７に示すように、接触体２０を両側からつまむよう
にして荷重を作用させることである。
　実際に接触体２０を把持する場合に、把持位置（接触体２０を押さえる２点の位置）が
、必ずしも接触体２０の中心（円形の底面の中心）に正確に対称となる位置になるとは限
らないが、ここでは、接触体２０の中心に対して対称となる位置で互いに対向する向きに
力を作用させたとする。
【００４１】
　図７に示すような把持力を接触体２０に作用させると、把持力は、上部電極１２の中心
の検出ゾーンに位置する中心電極１２ａに対する荷重が、その周囲にある分割電極１２ｂ
～１２ｅの検出ゾーンに作用する荷重よりも強くなるように作用する。これは、接触体２
０が把持されることにより、把持力による荷重が接触体２０の中心側に集中するように作
用するからである。
　接触体２０を把持した際の各検出ゾーンの電圧変化量を、ΔＶ1、ΔＶ2、ΔＶ3、ΔＶ4

、ΔＶ5とすると、接触体２０を把持した際の荷重に起因する電圧変化量ΔＶpcは次式（
４）で表される。
　　ΔＶPc＝ΔＶ5－（ΔＶ1＋ΔＶ2＋ΔＶ3＋ΔＶ4）・・・（４）
【００４２】
　（４）式は、接触体２０を把持したときの把持力は、中心電極１２ａの検出ゾーン５に
おける電圧変化量と他の検出ゾーン１～４の電圧変化量との差として検知できることを示
している。すなわち、本実施形態の荷重センサは、中心電極１２ａと分割電極１２ｂ～１
２ｅを備えることにより、垂直荷重、せん断荷重の検出に加えて、接触体２０を把持する
荷重を検知することができる。
【００４３】
　図８は、接触体２０を把持した際に検知される電圧変化量について実際に測定した結果
を示す。フェーズ１(Phase1）はセンサに荷重を負荷させない状態、フェーズ２(Phase２
）はセンサを把持したまま一定時間保持した状態、フェーズ３(Phase３）は、その後セン
サから手を離した状態である。Zone1～５は、図７に示す各検出ゾーンの出力値である。
センサを把持した状態で、中心の検出ゾーン（Zone５）の電圧変化量が他の検出ゾーンの
電圧変化量を大きく上回ることを示す。
　図９は、（４）式に示した、把持荷重に対する電圧出力ΔＶPcを算出した結果を示すグ
ラフである。電圧出力ΔＶPcと把持荷重との関係を較正することにより、把持荷重を求め
ることができる。
【００４４】
　なお、上記実施形態は、接触体２０の中心に対して対称となる位置で把持した場合で、
検出ゾーン１～４については電圧変化量が均等に表れる場合であるが、把持位置によって
は、把持位置に対応する検出ゾーン（分割電極）の電圧変化量が他の検出ゾーンの電圧変
化量よりも大きくあらわれることがあり得る。このような場合には、分割電極の相互の電
圧変化量の差異に基づいて、接触体２０をどの位置で把持したかを検知することが可能で
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ある。
【００４５】
　装置や各種器具類を操作する場合には、操作部をつまんだり、操作部をつまみながら動
かすといった動作がしばしば行われる。そのような操作を行う場合に、操作対象に合わせ
て的確につまむ操作を行えるようにすることはきわめて重要である。たとえば、ロボット
操作などにおいて、対象とする物品を損傷せず、かつ的確に保持するといった操作を行う
場合に、把持力を的確に検知することは、把持力を制御して的確な操作を行う上できわめ
て有効である。また、熟練者の操作を客観的に検知して、操作の研修に役立てるといった
利用も可能である。
【００４６】
（ねじり力、モーメントの検出）
　図１０は、接触体に作用するねじり力（ｚ軸周りのモーメント）を検知するための荷重
センサの例を示す。この荷重センサでは前述した半球体状の接触体２０にかえて角柱状の
接触体２１を使用し、円形の中心電極の周囲に分割電極（ゾーン１～４）を４分割して配
置している。荷重検出部１１の構成は分割電極の平面形状を除いては、前述した荷重検出
部１０と全く同一である。
　角柱状の接触体２１を使用しているのは、接触体２１に対してねじり力（ｚ軸のまわり
にねじる）を作用させやすくするためであり、接触体の形状が角柱状に限定されるもので
はない。
【００４７】
　図１１は、接触体２１に、ねじり力のモーメントMｚを作用させた場合を示す。接触体
２１にねじり力を作用させると、接触体２１の対称位置にある頂角近傍に引張変形と圧縮
変形が生じる。この引張変形と圧縮変形は、接触体２１の下面が接する荷重検出部１１に
ついてみると、図１１(b)に示すように、隣り合う検出ゾーンに負荷される垂直荷重に差
を生じさせる結果となる。図１１(b)は、中心電極を挟む対称位置にある一対の検出ゾー
ンの荷重が大となり、他方の一対の検出ゾーンの荷重が小となることを示す。
【００４８】
　接触体２１にモーメントMｚを負荷した際の各検出ゾーンの電圧変化量をΔＶ1、ΔＶ2

、ΔＶ3、ΔＶ4、ΔＶ5とすると、接触体２１にモーメントを作用させたときの電圧出力
ΔMzは次式（５）によって算出することができる。
　　ΔMz＝ΔＶ1+ΔＶ3－（ΔＶ2+ΔＶ4）・・・（５）
　接触体２１に作用させるモーメントMｚの大きさとそのときの電圧出力ΔMzは、次式の
ように、比例関係にある。
　　Mｚ∝ΔMzΔＶPｙ

　したがって、接触体２１にモーメントを作用させたときの電圧出力ΔMzとモーメントM
ｚの関係を較正することにより、センサに負荷されるモーメントを検出することができる
。
【００４９】
　なお、図１０に示す、角柱状の接触体２１を使用して構成した荷重センサの場合も、前
述した図１に示す半球体状の接触体２０を使用する荷重センサとまったく同様に、荷重検
出部１１として中心電極とその周囲に配置した分割電極を備えることにより、垂直荷重、
せん断荷重、把持荷重を検出することができる。各検出ゾーンにおける電圧変化量に基づ
いて、垂直荷重、せん断荷重、把持荷重を検出する際の関係式もまた、同様に適用される
。
【００５０】
　上述した説明では、説明上、垂直荷重、せん断荷重、把持荷重について、個別にその作
用を説明したが、これらの作用は接触体に荷重が作用する場合に、重畳的にあらわれる作
用である。すなわち、本発明に係る荷重センサを使用すれば、接触体に作用する荷重がど
のような荷重であるか、垂直荷重としてどのような力が作用しているか、せん断荷重とし
てどのような力が作用しているか、また、どのような把持荷重が作用しているか、ねじり
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力が作用しているかをリアルタイムで検知することができる。
【００５１】
　本発明に係る荷重センサは、センサ部分の構成が単純であり、製作に複雑な加工を必要
としないことから、生産性が良好である。また、用途に合わせてセンサ部分の形態、素材
、寸法を適宜設定することができ、種々の用途に適用することができる。また、荷重セン
サと電圧検知手段及び演算処理手段を備えるセンサシステムは、検出用のアンプを必要と
せず、ノイズに強いという利点がある。
　荷重センサは単体で使用することもできるし、平面内に多数個配列し、荷重が対象面内
でどのように作用しているかを検知することもできる。
【００５２】
　なお、上記実施形態においては、半球形と角柱形の接触体を使用した例を示したが、接
触体の形態はこの他に、球状、円柱状、多角柱状、錐体状（角錐体、円錐体）等とするこ
とができる。
　接触体は、柔軟な弾性材料から構成される。この接触体は、各検出ゾーンの電圧変化量
に関係するから、適宜ヤング率、ポアソン比の材料を使用するのがよい。たとえば、液体
シリコンと硬化剤とからなる接触体を使用する場合、溶剤の混合比を変えることにより、
ヤング率、ポアソン比を変えることができる。
【符号の説明】
【００５３】
　６　接触体
　７　感圧導電体層
　９　下部基板
　９ａ　電極
　１０、１１　荷重検出部
　１２　上部電極
　１２ａ　中心電極
　１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅ　分割電極
　１４　感圧導電体層
　１６　下部電極
　２０、２１　接触体
　３０　センサ部
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